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１ 共通仕様書の適用 

本業務の履行に当たっては、本特記仕様書のほか、山形県県土整備部制定「設計業務等

共通仕様書」（令和７年１０月版）に基づき実施しなければならない。 

仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。 

※ 共通仕様書は、以下ホームページで参照できる。 

山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp) 

→ 組織別ページ 

→ 県土整備部 

→ 建設企画課 

→ 共通仕様書（委託業務） 

 

２ 共通仕様書に対する特記事項 

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。 

 

  



第１章 総 則 

 

第１条 業務名称 

酒田市公共下水道（酒田処理区）計画検討業務委託 

 

第２条 履行場所 

酒田市末広町地内 

 

第３条 委託期間 

契約締結日から令和９年３月１９日まで 

 

第４条 適用の範囲 

本特記仕様書は、酒田市長（以下、「発注者」という。）が発注する「酒田市公共下水道

（酒田処理区）計画検討業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用する。 

 

第５条 業務内容 

本業務内容は、以下のとおりとする。 

１ 本業務は、下水道法第４条第１項に規定する基本的な計画の策定を行うものである。 

２ 委託業務範囲は、事業計画変更業務及び都市計画事業認可申請図書作成業務とし、図

面を含む申請書一式の作成とする。 

 

第６条 受発注者の責務 

受発注者の責務は、共通仕様書第 1103 条に定めるものに加え、以下のとおりとする。 

１ 本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、

成果は所定の条件を満足しなければならない。なお、受注者は本特記仕様書に明記して

いない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、調整

等を行うこと。 

２ 受注者は、業務内容の変更において、調査職員から不適切な指示等があった場合は、

発注者に対し書面で報告ができるものとする。 

３ 発注者は、前項の報告を受けた場合は、５日以内（休日等を含む）に受注者と協議し

適切な措置を講じなければならない。 

 

第７条 管理技術者に対する要件 

１ 管理技術者については、技術士（総合技術監理部門又は上下水道部門（下水道））の

資格を有する者であること。また、山形県内において直近５年以内に管理技術者として

事業計画業務を担当した実績を有するものであること。 

２ 管理技術者等の通知の際には、資格、雇用関係（契約日以前に３か月以上）等が証明

できる書類を提出すること。 



 

第８条 照査技術者に対する要件 

１ 照査技術者については、技術士（総合技術監理部門又は上下水道部門（下水道））の

資格を有する者とする。 

２ 照査技術者等の通知の際には、資格、雇用関係（契約日以前に３か月以上）等が証明

できる書類を提出すること。 

 

第９条 照査技術者の配置及び照査 

照査技術者の配置及び照査の実施は、共通仕様書第 1108 条に定めるものに加え、以下

のとおりとする。 

１ 共通仕様書第 1108 条第２項（３）でいう照査計画の策定にあたっては、照査の方

法、事項について調査職員と協議の上作成するものとする。 

２ 照査技術者は、本特記仕様書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成

果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身

による照査を行わなければならない。 

 

第１０条 照査技術者による報告 

照査技術者は、調査職員の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、設計業務等

共通仕様書第 1108 条第２項（６）に規定する照査報告書をとりまとめ、管理技術者を通

じて発注者へ提出しなければならない。 

 

第１１条 配置技術者の確認 

１ 受注者は、業務計画書（共通仕様書第 1112 条）の業務組織計画に配置技術者の立

場・役割を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画

を変更する際も同様とする。 

２ テクリスに登録できる技術者については、以下のとおりとする。 

① 業務打合せ（電話等打合せを含む）において、調査職員と業務に関する報告、連

絡、調整等を行い、本業務に携わっていることが明確な技術者 

② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確

認できる者 

３ 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが本業務に従事していない

ことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者

以外がテクリスへ登録された場合についても、同様とする。 

 

第１２条 テクリスについて 

受注者はテクリスにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法について、「メー

ル送信による提出」を選択し、調査職員から確認を受けるものとする。 



なお、「登録内容確認書」については、テクリスから受注者にメールが送信されるた

め、受注者からの提示は不要とする。 

 

第１３条 打合せ等 

本業務に係る発注者と受注者の打合せは、業務着手時、中間（３回）、完了時の全５回

とし、全ての打合せに管理技術者が立ち会うものとする。また、成果物の納入時には原則

として打合せを行わないものとする。 

なお、打合せ等は、共通仕様書第 1111 条第２項に定めるものに加え、以下のとおりと

する。 

１ 打合せ記録簿については、受発注者間で相互に確認するものとする。また、打合せ記

録簿は、一覧表を作成し、要旨、指示、協議等の内容が分かるようにすること。併せ

て、打合せ記録簿及び打合せ記録簿一覧表は成果報告書に一括して綴り込むものとす

る。 

２ 中間打合せは、調査職員と協議の上、打合せの回数を変更できるものとする。なお、

打合せ回数は対面または WEB で実施した回数とし、電話や電子メール等による打合せ

は、それのみでは回数として数えないものとする。 

 

第１４条 業務計画書 

１ 業務計画書は、共通仕様書第 1112 条に定めるほか、共通仕様書参考資料の「業務計

画書作成要領（案）」により作成するものとし、当初打合せ後、速やかに提出するもの

とする。 

２ 受注者は、共通仕様書参考資料の「業務工程表」を参考に、業務工程表（エクセル形

式）を作成し、業務計画書とともに提出するものとする。また、作成した業務工程表は

受発注者間で共有し、変更があればその都度更新し、情報共有するものとする。 

 

第１５条 資料の貸与 

１ 本業務を遂行するにあたって必要となる次の資料については貸与するものとする。ま

た、その他必要な資料については、調査職員と打ち合わせによるものとする。なお、貸

与した資料の取扱いについては十分注意し、業務完了後は遅延なく返却するものとす

る。 

・ 令和７年度「酒田市公共下水道（酒田処理区）事業計画」 

 

第１６条 関係機関との調整・協議 

受注者は、関係機関との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもって

これに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

 

第１７条 再委託 



受注者は、共通仕様書に規定する主たる部分の業務を第三者へ再委託することはできな

いものとする。ただし、発注者の承諾を得た場合には軽微な部分の業務について再委託で

きるものとする。 

 

第１８条 情報セキュリティ 

１ 受注者は、本業務の各種情報の取扱いに関し、適切な流出防止策を講じなければなら

ない。 

２ 本業務に係るデータ等（受託者が作成したものを含む。）は、個人（本業務の従事者

を含む。）所有のパーソナルコンピュータ等で持ち運び、作成し、又は編集してはなら

ない。 

 

第１９条 成果物の提出 

１ 受注者は、業務が完了したときは、成果物を完了通知書とともに提出し、完了検査を

受けるものとする。 

２ 本業務における成果物については、次章で記載する内容とする。また、基準等で特に

記載の無い項目については、調査職員と打合せのうえ決定する。 

 

第２０条 契約不適合責任 

１ 委託者が当該目的物の引渡しを受けた後において、目的物に本契約内容に適合しない

ものがあることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその本契約内

容に適合しないものの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償

を請求できるものとし、受託者が負うべき責任は、検査に合格したことをもって逃れる

ものではない。 

２ 本契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求は、目的物の引渡しから２年

以内に行わなければならない。ただし、目的物の本契約内容に適合しないものが受託者

の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求できる期間は、引渡しを受けた日か

ら１０年とする。 

３ 委託者が成果物の引渡しの際に本契約内容に適合しないものがあることを知ったとき

は、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約内容に適合しないものの修補又

は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、受託者が本契約内容に適

合しないものがあることを知っていたときはこの限りではない。 

 

第２１条 書面による変更契約の手続き 

業務の変更の際、打合せ記録簿等の書面による調査職員の指示等がないものについて

は、契約の対象としない。 

 

第２２条 委託料の支払い 



受注者は、発注者が行う検査に合格したときには、発注者に対し委託料の請求書を提出

するものとし、発注者は正当な請求書を受け取った日から３０日以内に委託料を支払うも

のとする。 

 

第２３条 保険加入 

受注者は共通仕様書第 1139 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明

示すること。ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提

示しなければならない。 

 

第２４条 ウィークリースタンス等の推進 

本業務は、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について業務着手

前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 

１ 打合せ時間の配慮 

受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後４時以降の打合せは行わ

ない。 

２ 作業依頼の配慮 

① 作業内容に見合った作業期間を確保する。 

② 休前日（金曜日など）に休日明け日（月曜日など）が期限日の依頼をしない。 

③ 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。 

３ ワンデーレスポンスの再徹底 

①  問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 

４ 電子メール等の活用の再徹底等 

① 受発注者間の連絡は、電子メール等の活用を徹底する。 

② 電子メールは、担当者間だけのやり取りとならないよう、発注者の副担当や管理技

術者をあて先に含めて送付し、協議等の内容を共有するものとする。 

５ 留意事項 

緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができな

い場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を得る。 

 

第２５条 費用の負担 

業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として受注者の負担とする。 

 

第２６条 疑義等 

本業務の遂行にあたり疑義等が生じた場合は速やかに調査職員と協議するものとする。 

 

  



第２章 業務内容 

 

第１条 一般的事項 

受託者は、本業務の実施に当たり、地域社会の動向、上位計画、土地利用、都市計画、

公害防止計画等との整合性、総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及

び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 

 

第２条 図書作成基準等 

受注者は成果品の作成に当たっては、特に指示のない限り本特記仕様書に基づき、図書

作成業務を行わなければならない。 

 

第３条 業務計画等 

業務にあたっては、以下に留意し計画を行うこと。 

１ 受託者は、発注者より提供された資料、受託者が調査収集した資料及び関係者との打

合せ結果等を十分検討した後、関係法令等を遵守し、下水道用設計標準歩掛表（令和７

年度 第 3巻 設計委託）の「標準業務内容」を参考に本業務を行うものとする。 

２ 受託者は、下水道法、水防法その他の関係法令に基づき、特記仕様書に定められてい

ない項目で必要な業務がある場合は、あらかじめ発注者に対して協議を行うものとす

る。 

 

第４条 業務の内容 

本業務の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 下水道法による事業計画業務 

本業務は、単独公共下水道（酒田処理区）の汚水に関する事業計画変更を行うことを

目的とする。 

酒田処理区（汚水全体計画区域面積 2,497.77ha、汚水事業計画区域面積

2,217.27ha）の計画区域変更はないが、事業施行期間を延伸するとともに、一部幹線管

渠のルート変更（幹線管渠：約 2,200m）を行うものであり、下記の項目について業務

を行う。 

施設の設置に関する方針は６施策を対象とし、施設の機能維持に関する方針は管き

ょ・ポンプ場・水処理・汚泥処理を対象施設とする。 

（１）基本作業の確認 

（２）基礎調査 

① 関連計画の資料収集・整理 

② 下水道整備・維持管理状況の確認 

③ まとめと照査 

（３）基本事項の検討 

① 事業計画区域及び計画フレームの設定 



② 計画汚水量、汚濁負荷量の算定 

③ まとめと照査 

（４）汚水管きょ計画 

① 区画割平面図作成 

② 幹線管きょ縦断面図作成 

③ 幹線管きょの施設平面図作成 

④ 幹線管きょの流量計算表作成 

⑤ 下水道計画一般図作成 

⑥ まとめと照査 

（５）汚水ポンプ場計画 

① 容量、水理計算 

② まとめと照査 

（６）終末処理場計画 

① 年度別流入水量の検討 

② 容量、水理計算 

③ まとめと照査 

（７）下水処理による水質向上の見通し 

① 放流先水域の状況 

② 下水処理による水質向上の見通し 

③ まとめと照査 

（８）財政計画の策定 

① 年度別整備計画 

② 年度別事業費の算出 

③ 財源計画 

④ まとめと照査 

（９）主要な施設の設置及び機能維持に関する中長期的な方針 

① 施設の設置に関する方針 

② 施設の機能の維持に関する方針 

③ まとめと照査 

（10）提出図書の作成 

① 事業計画書 

② 事業計画説明書 

③ 提出図面まとめ 

④ その他参考図書まとめ 

⑤ まとめと照査 

（11）設計協議 

 

２ 都市計画事業認可申請図書作成業務 



酒田処理区の事業施行期間を延伸するものであり、下記の項目について業務を行う。 

（１）基本事項の打合せ 

（２）計画図 

（３）申請書 

（４）参考図書 

（５）まとめと照査 

 

第５条 留意事項 

本業務の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

１ 下水道法による事業計画業務 

①  一部幹線管渠のルート変更（幹線管渠：約 2,200m）を伴う箇所については、市

が提供するデータ（詳細設計における管渠平面図、縦断図等）を基に各種添付書

類（図面、流量計算表等）の変更を行うこととする。なお、測量業務は生じない

ものとする。 

② 事業計画業務に係る計画人口、計画汚水量原単位、計画汚水量等の予測値の算定

には最新データを用いて全体計画値等の妥当性を検証し、乖離が生じる場合は計

画値を実態に合わせて変更すること。なお、合流地区、分流地区、旧単独公共地

区、旧農集 13 地区別に検証すること。 

③ 成果品は、県構想における「広域化・共同化計画」、酒田市下水道ストックマネ

ジメント計画等の各種計画と整合を図ること。 

④ 令和７年度に八幡浄化センター、飛鳥砂越地区農業集落排水処理施設、中平田地

区農業集落排水処理施設、漆曽根地区農業集落排水処理施設、上野曽根地区農業

集落排水処理施設、本楯地区農業集落排水処理施設、庭田吉田地区農業集落排水

処理施設を廃止した酒田市公共下水道（酒田処理区）事業計画変更支援業務委託

の内容を十分に把握すること。 

⑤ 下水道法施行規則第４条関係様式第２、下水道法に基づく事業計画の運用にあた

っての留意事項について（令和 6.7.1）の最新様式を踏まえて事業計画書を作成

すること。 

⑥ 成果品の作成に当たっては、参考文献、資料名を明記するとともに、引用の根拠

などを明確にすること。 

⑦ 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 4条第 2項に基づく県知事との協議のた

め、県担当者との事前協議は令和８年 12月を目途に完了を予定しているため、

当該スケジュールを踏まえて業務を実施すること。 

⑧ 成果品は、製本綴り３部（県、庄内支庁提出、市決裁用）、色表紙製本２部とす

る。 

⑨ 本業務に配置する技術者は、計画設計（事業計画に定めるべき事項に関する基本

的な設計をいう。）に関する業務に精通した者を配置すること。 

 



２ 都市計画事業認可申請図書作成業務 

① 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第 1項に基づく県知事の認可を受

けるため、県担当者との事前協議は令和８年 12月を目途に完了を予定している

ため、当該スケジュールを踏まえて業務を実施すること。 

 

第６条 まとめと照査 

受託者は、業務計画書に基づき、作業項目における方針の確定並びに作業内容の照査を

行わなければならない。 

 

第３章 提出図書 

 

第１条 成果品の提出部数は、次のとおりとする。 

（１）事業計画申請図書 

ア 事業計画書 5 部 

イ 事業計画説明書 5 部 

ウ 下水道計画一般図（汚水及び雨水）（縮尺 1/10,000 程度） 5 部 

エ 主要な管きょの区画割施設平面図（縮尺 1/2,500 程度） 5 部 

オ 主要な管きょの縦断面図（縮尺横 1/2,500 程度、縦 1/100 程度） 5 部 

カ 主要な管きょの流量計算書 5 部 

キ ポンプ場施設図（平面図 縮尺 1/500 程度） 5 部 

ク 処理場施設図（平面図 縮尺 1/500 程度、水位関係図） 5 部 

ケ 下水放流先の状況を明らかにする図面 5 部 

（２）事業認可申請図書 

ア 申請書 A4 版製本 5 部 

イ 計画書 A4 版製本 5 部 

ウ 資金計画書 A4 版製本 5 部 

エ 事業地を表示する図面 

(ア) 位置図（縮尺 1/10,000 程度） 5 部 

オ 設計の概要を表示する図面 

(ア) 事業進捗図 5 部 

（３）その他関係図書 

（４）打合せ議事録 

（５）電子成果品一式（上記の全データ（PDF、Word、Excel、CAD 等）を納品すること） 

 

  



第４章 参考図書 

 

第１条 本業務は、次に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

（１）下水道事業の手引（株式会社日本水道新聞社） 

（２）持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 

（国土交通省、農林水産省、環境省） 

（３）流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（国土交通省） 

（４）下水道施設計画・設計指針と解説（公益財団法人日本下水道協会） 

（５）下水道維持管理指針（公益財団法人日本下水道協会） 

（６）小規模下水道施設マネジメント指針と解説（公益財団法人日本下水道協会） 

（７）下水道事業コスト構造改善プログラム（国土交通省） 

（８）下水道事業における費用効果分析マニュアル（国土交通省） 

（９）下水汚泥広域利活用検討マニュアル（国土交通省） 

（10）新都市計画の手続（公益財団法人都市計画協会） 

（11）広域化・共同化計画策定マニュアル（総務省、農林水産省、国土交通省、環境省） 

（12）下水道事業における事業マネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省） 

 


